
「
地
公
体
の
ニ
ー
ズ
を

丁
寧
に
く
み
と
る
」

　

北
海
道
銀
行
は
２
０
１
５
年
４
月
、

地
方
公
共
団
体
が
と
り
ま
と
め
る

「
地
方
版
総
合
戦
略
」
の
策
定
・
推

進
の
支
援
な
ど
を
目
的
に
「
道
銀
地

方
創
生
本
部
」
を
設
置
し
た
。
現
在
、

本
部
長
を
務
め
る
山
川
広
行
副
頭
取

以
下
、
約
20
人
態
勢
（
兼
務
者
を
含

む
）
で
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
セ
ク

シ
ョ
ン
が
同
行
に
お
け
る
地
方
創
生

支
援
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
タ
ワ
ー
と
な

り
、
２
カ
月
に
１
回
開
催
す
る
合
同

の
会
議
な
ど
を
通
じ
て
道
内
の
地
公

体
・
企
業
の
ニ
ー
ズ
を
共
有
し
た
り
、

役
職
員
の
意
識
の
統
一
を
図
っ
た
り

し
な
が
ら
、
諸
施
策
を
進
め
て
い
る
。

　

同
行
が
強
く
意
識
し
て
い
る
の
は

地
公
体
と
の
連
携
強
化
だ
。
同
行
は

室
蘭
、
札
幌
、
釧
路
、
北
見
、
士
別
、

倶
知
安
、
ニ
セ
コ
な
ど
20
以
上
の
地

公
体
と
地
方
創
生
に
関
す
る
連
携
協

定
を
締
結
し
て
い
る
。
資
金
量
規
模

で
同
行
を
上
回
る
北
洋
銀
行
と
比
べ

る
と
提
携
市
町
村
の
数
は
少
な
い
が
、

山
川
副
頭
取
は
「
連
携
協
定
の
数
を

競
う
の
で
は
な
く
、
地
公
体
の
ニ
ー

ズ
を
丁
寧
に
く
み
と
り
、
全
道
あ
る

い
は
全
国
の
企
業
・
団
体
が
も
つ
商

品
な
ど
を
道
内
の
地
公
体
に
つ
な
げ

た
い
。
優
良
事
例
を
つ
く
り
、
他
の

地
公
体
に
横
展
開
し
な
が
ら
地
方
創

生
に
貢
献
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い

る
」
と
話
す
。

　

そ
う
し
た
経
営
方
針
の
も
と
、
さ

「
地
方
創
生
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
は
や
３
年
目
。
地
方
創
生
は
実
践
フ
ェ
ー
ズ
に
入
り
、
事

業
推
進
に
向
け
て
地
公
体
と
地
域
金
融
機
関
が
主
体
性
を
発
揮
し
、
関
係
者
間
の
連
携
を
調

整
・
主
導
す
る
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
へ
の
期
待
は
依
然
と
し
て
大
き
い
。
地
方
創
生
を
経

営
の
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
る
北
海
道
銀
行
の
取
組
み
や
考
え
方
か
ら
、
地
域
金
融
機
関

に
お
け
る
地
方
創
生
の
現
状
・
課
題
を
整
理
す
る
。
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裁
判
官
15
人
全
員
一
致
の
結
論

預
貯
金
は
、
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の

か

│
。
従
来
の
判
例
で
は
、
可
分
債
権
で
あ
る

預
金
債
権
は
、
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
相
続
開
始

と
同
時
に
各
相
続
人
に
分
割
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て

い
た
（
１
９
５
４
年
４
月
８
日
判
例
等
）。
つ
ま

り
預
貯
金
の
場
合
、
相
続
人
全
員
の
同
意
が
な
く

て
も
、
ま
た
遺
産
分
割
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事

情
（
他
の
財
産
の
取
得
状
況
、
生
前
贈
与
を
受
け

た
相
続
人
の
有
無
等
）
に
関
係
な
く
、
金
融
機
関

は
各
相
続
人
か
ら
の
法
定
相
続
割
合
で
の
払
戻
請

求
に
応
じ
ら
れ
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
今
回
の
裁
判
で
は
、
預
貯
金

約
４
０
０
０
万
円
を
巡
っ
て
２
人
の
相
続
人
の
間

で
そ
の
分
割
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
相
続
人
の
１
人

は
、
故
人
か
ら
生
前
に
約
５
５
０
０
万
円
の
贈
与

を
受
け
て
お
り
、
も
う
１
人
が
「
生
存
贈
与
を
考

慮
せ
ず
に
、
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
預
貯
金
を
折

半
す
る
の
は
不
公
平
」
だ
と
し
て
提
訴
。
下
級
審

で
は
、「
当
然
分
割
さ
れ
る
」
と
い
う
従
来
の
判

例
に
基
づ
き
、「
預
貯
金
は
相
続
人
全
員
の
合
意

が
な
い
限
り
遺
産
分
割
の
対
象
外
」
と
し
た
が
、

最
高
裁
大
法
廷
は
「
全
員
の
合
意
が
な
く
と
も
分

割
の
対
象
と
な
る
」
と
し
、
預
貯
金
の
分
け
方
を

見
直
す
た
め
に
原
決
定
を
破
棄
し
て
高
裁
に
差
し

戻
し
た
。

預
貯
金
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
今
回
の
判

断
は
、
裁
判
官
15
人
全
員
一
致
の
結
論
。
こ
の
新

基
準
は
、
過
去
の
遺
産
分
割
案
件
へ
の
遡
及
適
用

は
な
い
が
、
今
後
の
案
件
に
は
適
用
さ
れ
る
。

最
高
裁
は
今
回
の
判
断
を
示
す
に
あ
た
り
、
遺

産
分
割
の
仕
組
み
は
「
被
相
続
人
の
権
利
義
務
の

承
継
に
あ
た
り
共
同
相
続
人
間
の
実
質
的
公
平
を

図
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
遺
産
分
割
に
お
い

て
は
被
相
続
人
の
財
産
を
で
き
る
限
り
幅
広
く
対

象
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
指
摘
。
預
金
者

に
と
っ
て
預
貯
金
は
、「
確
実
か
つ
簡
易
に
換
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
（
遺
産
分
割
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
）
現
金
と
の
差
を
そ
れ
ほ
ど

意
識
さ
せ
な
い
財
産
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
て

い
る
」
と
の
考
え
方
を
示
し
た
。

多
く
の
金
融
機
関
が

葬
儀
費
用
等
の
払
戻
し
に
対
応

今
回
の
判
断
に
対
す
る
金
融
機
関
の
受
け
と
め

方
は
マ
チ
マ
チ
だ
。
多
く
の
金
融
機
関
で
は
こ
れ

ま
で
、
相
続
人
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
払
戻
し

に
応
じ
な
い
と
す
る
実
務
運
用
を
「
原
則
」
と
し

て
き
た
た
め
、「
実
務
上
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な

い
」（
地
銀
）
と
の
声
が
意
外
と
多
い
。
ま
た
、

従
前
は
法
定
相
続
分
に
基
づ
き
個
別
に
払
戻
し
に

応
じ
た
あ
と
、
想
定
外
の
他
の
相
続
人
が
出
現
し

た
り
、
新
た
な
負
債
が
み
つ
か
っ
た
り
し
た
場
合

に
、
金
融
機
関
の
責
任
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
く

す
ぶ
っ
て
い
た
。
今
後
は
、
新
判
例
を
盾
に
、
相

続
人
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
払
戻
し
に
応
じ
る

必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
、「
現
場
で
の
ト
ラ
ブ

ル
の
可
能
性
が
減
る
」（
信
託
銀
行
）
と
歓
迎
す

る
向
き
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
葬
儀
・
入
院
費
用
や
生
活
資
金
等
の
取
扱

い
方
が
課
題
と
し
て
残
る
。
従
前
、
相
続
人
全
員

の
同
意
を
払
戻
し
の
要
件
と
し
て
き
た
金
融
機
関

で
も
、
大
半
の
ケ
ー
ス
で
、
こ
う
し
た
資
金
を

「
便
宜
扱
い
」
と
し
て
相
続
人
か
ら
の
払
戻
請
求

に
例
外
的
に
応
じ
て
き
た
。
大
手
行
の
な
か
に
は
、

従
来
の
判
例
の
存
在
を
理
由
に
、
相
続
人
全
員
の

最
高
裁
大
法
廷
は
昨
年
の
12
月
19
日
、
従
来
の
判
例
を
見
直
し
、「
預
貯
金
は
遺
産
分
割
の
対

象
」
と
す
る
新
た
な
判
断
を
示
し
た
。
今
回
の
判
断
に
よ
る
銀
行
実
務
へ
の
影
響
は
小
さ
く
な

い
。
従
前
、
遺
産
分
割
協
議
が
終
了
す
る
前
に
、
葬
式
代
の
支
払
い
や
遺
族
の
生
活
資
金
へ
の

補
填
な
ど
、
目
的
の
あ
る
払
戻
し
に
柔
軟
に
対
応
し
て
き
た
面
も
あ
っ
た
が
、
今
後
は
応
じ
に

く
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
生
命
保
険
や
遺
言
代
用
信
託
等
の
代
替
的
な
金

融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
が
一
層
注
目
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
預
貯
金
は
遺
産
分
割
の
対
象
」

最
高
裁
が
示
し
た
初
判
断
の
イ
ン
パ
ク
ト
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不
透
明
な
政
治
情
勢
で

モ
ン
テ
パ
ス
キ
の
増
資
は
頓
挫

　

イ
タ
リ
ア
第
３
位
の
大
手
行
で
あ

る
モ
ン
テ
・
デ
ィ
・
パ
ス
キ
・
ド
・

シ
エ
ナ
銀
行
（
モ
ン
テ
パ
ス
キ
）
は

２
０
１
６
年
12
月
、
自
力
で
の
増
資

に
失
敗
し
た
。
16
年
１
月
の
欧
州
銀

行
破
綻
処
理
指
令
（
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
）
導

入
後
、
実
質
的
に
は
初
め
て
と
な
る

例
外
措
置
、
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
政

府
に
よ
る
予
防
的
資
本
注
入
が
発
動

さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、

銀
行
社
債
投
資
家
の
関
心
を
集
め
て

い
る
。

　

16
年
７
月
４
日
、
モ
ン
テ
パ
ス
キ

は
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
か
ら

不
良
債
権
の
削
減
目
標
を
示
さ
れ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
18
年
ま
で

に
30
％
の
不
良
債
権
削
減
（
グ
ロ
ス

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
４
６
９
億
ユーロ  

（
15
年
末
）
か
ら
３
２
６
億
ユーロ  
（
18

年
末
））
を
求
め
る
内
容
だ
。
ま
た

７
月
29
日
に
は
、
欧
州
銀
行
協
会
に

よ
る
欧
州
主
要
行
に
対
す
る
ス
ト
レ

ス
テ
ス
ト
結
果
が
公
表
さ
れ
、
モ
ン

テ
パ
ス
キ
は
ス
ト
レ
ス
シ
ナ
リ
オ
下

で
普
通
株
等T

ier1

比
率
（
Ｃ
Ｅ
Ｔ

１
比
率
）
が
債
務
超
過
レ
ベ
ル
の
▲

２
・
４
％
に
ま
で
下
が
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
、
モ
ン
テ
パ
ス
キ

は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
か
ら
要
求
さ
れ
た
不
良
債

権
処
理
と
資
本
増
強
を
実
施
す
る
た

め
、
最
大
50
億
ユーロ  
の
資
本
増
強
（
劣

後
債
保
有
者
に
対
す
る
株
式
転
換
を

含
む
）
と
、
証
券
化
ヴ
ィ
ー
ク
ル
に

不
良
債
権
を
売
却
す
る
計
画
を
発
表

し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
11
月
23
日
に
当
該

計
画
を
承
認
し
、
年
内
を
期
限
と
す

る
民
間
主
導
の
資
本
増
強
に
向
け
て
、

イ
タ
リ
ア
政
府
と
モ
ン
テ
パ
ス
キ
双

方
が
手
を
尽
く
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
昨
年
12
月
の
イ
タ
リ
ア

イ
タ
リ
ア
の
大
手
行
モ
ン
テ
パ
ス
キ
の
増
資
失
敗
に
伴
い
、
イ
タ
リ
ア
政
府
が
健
全
行
に
対
す

る
公
的
資
金
注
入
を
選
択
す
る
見
通
し
と
な
っ
た
。
劣
後
債
等
の
デ
フ
ォ
ル
ト
が
現
実
味
を
帯

び
て
い
る
が
、
劣
後
債
を
保
有
す
る
個
人
投
資
家
に
は
シ
ニ
ア
債
と
の
交
換
が
提
案
さ
れ
る
な

ど
、
実
質
的
な
﹁
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
﹂
と
の
見
方
も
あ
る
。
破
綻
処
理
を
避
け
、
一
部
債
権
者
に

よ
る
損
失
負
担
を
回
避
す
る
手
法
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
金
融
規
制
の
潮
流
に
反
す

る
も
の
と
な
り
か
ね
ず
、
破
綻
処
理
制
度
や
ベ
イ
ル
イ
ン
制
度
の
有
効
性
が
試
さ
れ
て
い
る
。
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